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財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無

体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 

 

議事要旨(2) 企業会計基準｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（案）｣及び企

業会計基準適用指針｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針（案）｣に

ついて 

 

冒頭、新井常勤委員（専門委員長）から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準（案）」及び同適用指針（案）については、本日の審議の後、公表を決議する予定で

あることが説明された。引き続き、中條専門研究員より会計基準、適用指針及び公表に

あたっての文案について、前回委員会以降の修正箇所に関する説明がなされ、次のよう

な質疑応答が行われた。 

 

○会計方針の変更に関する注記の表現について 

・ ある委員から、会計基準（案）における会計方針の変更に関する注記の表現につ

いて、「遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合等で、表示する過去の財務

諸表について遡及適用を行っていないときには、表示期間の各該当期間において、

実務上算定が可能な、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額等を記

載する」とあるが、「実務上算定が可能な」という記載の位置を修正した意図につい

て質問があった。これに対して事務局から、「実務上算定が可能な」という表現は、

「影響額」を修飾するため、その旨がより明確となるように修文している旨の回答

があった。 

・ さらに同じ委員から、「公表にあたって」においては同様の表現を記載すべきであ

るという意見があった。これに対して事務局から、指摘のとおり修文する旨の回答

があった。 

 

審議の後、採決が行われ、字句等の修正については委員長に一任する前提で、出席者

14 名全員の賛成により、本会計基準及び本適用指針の公表が承認された。 

 

以 上 


